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別紙３	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
																																	 

平成 30年度厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業（精神障害分野）） 
「重度かつ慢性の精神障害者に対する包括的支援に関する政策研究	—薬物療法研究班（H29-精神-一般

-004）」分担研究報告書	

 
統合失調症に対する薬物治療の文献的検討・本研究班ガイドとの比較および海外実態視察調査 

 
分	 担	 研	 究	 者 内田	 裕之	  慶應義塾大学医学部精神・神経科	 専任講師 
 
研究要旨 
	 統合失調症に対する薬物治療について広く文献的検討を行い、本研究班の策定した治療ガイドと比較

した。またオーストリアの現状も視察し、文献的検討の結果と同様に、持効性注射剤やクロザピンの適

切な使用が入院期間の短縮につながることを確認した。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

A．研究目的  
	 昨年度、我々は精神病病院における滞在

期間（Length of stay, LOS）と薬物療法の
関連について文献的検討を行い、持効性注

射剤とクロザピンが、LOS を短縮する可能

性があることを見出した。  
	 今年度の目的は、（１）統合失調症の最新

の精神科薬物療法に関する文献的検討を行

い、本研究班が策定した治療ガイドと比較

すること、（２）他国の実態を把握するため、

オーストリアの精神医療サービスを視察し、

上記の治療ガイドと比較すること、であっ

た。  
 
B．研究方法  
	 統合失調症の薬物療法に関する国内外に

おける治療ガイドラインの体系的検索を行

い、本研究班が策定した治療ガイドが推奨

する治療方法と比較した。  

また、平成 30 年 6 月 16、 17 日にオース

トリア・インスブルック医科大学学長フラ

イシュハッカー教授を訪問し、視察により

情報収集した。  

（倫理面への配慮）  
	 文献的レビューは、すでに匿名化された

データの報告のため倫理面への配慮は特に

講じなかった。オーストリア視察の際は、

患者の個人情報を収集せず、可能な限り患

者との接触はしないなどの十分な配慮を行

なった。  
 
C．結果  
（１）本研究班が策定した治療ガイドが推

奨する治療方法と既存ガイドラインの比較  

	 第 2 世代抗精神病薬の使用、単剤治療、

持効性注射剤の使用、過去の処方歴に基づ

く薬剤選択は、共通していた。一方で、本

治療ガイドは多剤併用の使用に対して柔軟

な立場だったが、既存のガイドラインは原

則的に単剤治療を推奨していた。既存のガ

イドラインは治療抵抗例に対する早期のク

ロザピン使用を支持していたが、本治療ガ

イドでは支持はしているものの、本邦にお

ける導入の困難さもあり、やや躊躇した記

載となった。治療抵抗例に対する修正型電

気けいれん療法は共通して支持していた。

本治療ガイドでは抗精神病薬の効果判定は

約 2 週間とされたが、既存ガイドラインで

は 2‐ 4 週間と長かった。 (既存のガイドラ

インによる指摘事項は図 1-1.から図 1.5 の
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欄外のコメントを参照のこと ) 

 

（２）オーストリアの精神医療の視察  
	 オーストリアの現状を視察した結果、こ

れまでの文献的検討の結果と同様に、LAI
の不使用やクロザピンの導入の遅れが長期

入院につながる傾向が判明した。一方で、

社会福祉サービスの適切な利用が入院期間

の短縮につながることを再確認した。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
D．考察  
	 統合失調症の薬物治療において、クロザ

ピン、持効性注射剤の適切な使用が望まし

いことが確認され、当治療ガイドラインに

も反映された。  

	 欧州においても、文献レビューと同様の

現状が確認され、薬物療法の適正化が国を

問わず、広く必要とされていると考えられ

る。  

 

E．結論  
	 統合失調症の薬物治療において、クロザ

ピン、持効性注射剤の適切な使用が望まし

い。より良い治療転帰のためにこうした適

切な薬物療法が国を問わず必要である可能

性が明らかになった。	

	

F．健康危険情報  
	 なし  
 
G．研究発表  

1．論文発表  
なし  
2．学会発表  
なし  
 

H．知的財産権の出願・登録状況  
	 なし
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図 1-1.既存ガイドラインからみた本薬物治療ガイドの位置づけ 
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図 1-2.既存ガイドラインからみた本薬物治療ガイドの位置づけ 
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図 1-3.既存ガイドラインからみた本薬物治療ガイドの位置づけ 
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図 1-4.既存ガイドラインからみた本薬物治療ガイドの位置づけ 
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図 1-5.既存ガイドラインからみた本薬物治療ガイドの位置づけ 
 

 
 


